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１．はじめに  
郡山国道事務所は、国道４号、国道４９号合わせて１９

０．７ｋｍを管理しており、このうち、国道４号は、西

郷村から本宮市までの５４．４ｋｍ、国道４９号は平田

村から西会津町までの１３６．３ｋｍを管理している。 
  特に、国道４９号は、豪雪地帯でもあり、除雪機械が

フルに稼働することも多いため、除雪シーズン中の除雪

機械の故障は、除雪サービスの低下となり、交通障害へ

と至る可能性もある。 
 本報告では、除雪シーズン中の故障を低減し、また、

故障してからの復旧の迅速化について取組んだ内容を報

告するものである。 
 

 
図１ 郡山国道事務所管内図 

 
２．除雪シーズン中の故障について 

（１）故障の課題 

    除雪シーズン中の故障頻度は、令和２年度に６７件、 
令和元年度に７３件、平成３０年度に６１件発生して

いる。 
故障頻度に多少バラツキがあるが、故障すると原

因の特定、部品調達、部品交換などの工程があり、部

品によっては数日～１０日以上手配に時間がかかる場

合がある。 
また、これまでも電気配線の断線や脱落部位につ 

いてはつなぎ直しや溶接などで迅速に復旧できるよう

に整備を行ってきた。 
しかし、上記の方法では対処できない発電装置な 

どの重要部品が故障した場合は復旧までに５日以上か

かる場合もあった。 
  このため、故障を未然に防ぐことや故障時の復旧時

間を短縮し、万全な除雪体制を崩さない働きが重要で 

ある。 

 
図２ 故障発生件数グラフ 

 

（２）故障要因 

    故障の発生場所を大きく３つに区分すると走行装置 
（エンジン、ミッション、シャーシなど）、電送装置

（ランプやハーネスなど）、作業装置（除雪作業を行う 
装置）となる。 
故障発生割合は走行装置が多く電送装置、作業装置の

順となっている。 
 各装置の故障要因、故障箇所として、走行装置は長時

間・高頻度の稼働により消耗が激しくなるエンジン部品

や、それに伴うブレーキ類。 
作業装置では抑制剤を含んだ雪や氷に長時間触れてい

るため腐食が進むブレードや、大量の抑制剤を保持、散

布しているため慢性的なさびが起こる散布装置。 
電送装置では、降雪や劣化による配線の断線が起こり、

スピードセンサーやランプ類の故障が多くあった。 
 

 

図３ 故障装置の発生割合 



３．故障の低減と復旧対応の迅速化に向けた取組み 

 故障箇所と故障件数及び各除雪機械の稼働状況から故

障リスクの低減と復旧の迅速化を目的に以下の４つを実

施した。 

   ①除雪機械配置計画の見直し 

  ②予備品の確保及び定期整備の強化 

  ③日常の維持管理 
  ④部品供給に伴う連絡体制の確立 
 
（１）  除雪機械配置計画の見直し 

 当事務所の除雪区間は、大きく分けて国道４号を主と

する郡山工区と国道４９号を主とする会津工区があるが、

会津工区の降雪量は郡山工区の約５倍、除雪稼働時間で

は４倍程度と、除雪機械の稼働状況が２工区間で大きく

異なっており故障の頻度も会津工区で故障総数の約９割

を占めている。 

このため、２工区間で除雪機械の配置換えを行い、損

耗の少ない郡山工区の機械を会津工区と入れ替えること

で、除雪機械の稼働時間を平準化し、故障リスクの低減

を図った。 

 令和３年度では主に、除雪グレーダと凍結抑制剤散布

車の配置換えを行った。 

図４は、実際に３箇所の除雪ステーション間で除雪グ

レーダの配置換えを表した図である。 

 

図４ 除雪グレーダの配置換え 

 

猪苗代除雪ステーションの除雪グレーダは、配置換え

をした3台の中では平成１９年式と古く、機体の腐食状

況が最も進行していたため、稼働が年間７時間と少なか

った蓬田除雪ステーションに配備した。 

蓬田除雪ステーションの除雪グレーダは３台のなかで

は一番新しく、腐食も無く、故障頻度が少ないため、稼

働の多い西会津除雪ステーションに配置した。 

西会津除雪ステーションのグレーダは、稼働は３台の

なかでは一番多く、配備から約１０年経過が経過してい

るが、腐食や各機器の状況もまだ問題ない状況であるた

め、今後の損耗度合いと更新のタイミングに配慮し、会

津工区の中でも比較的降雪が少ない猪苗代除雪ステーシ

ョンへと配置して、故障リスクの低減を図った。 

（２）  予備品の確保及び定期整備の強化 

 a)予備品の確保 

  夜間・休日に部品交換が必要となる故障が発生し、 

整備業者の在庫に対応部品が無い場合、部品調達が困

難となり、修理に時間を要する。 

  特に、年末年始などの連休期間にこのような故障が

発生した場合、部品は平日のみ稼働している関東周辺

の供給センターで管理されているため、休み明けまで

部品が調達されず、修理が完了するまでの期間は除雪

機械が使用できなくり、除雪体制に影響が出る。 

  このため、休日や夜間でも修理対応ができるような

対応と予備品の確保を行うことで、調達日数や修理に

かかる時間の短縮を図った。 

   予備品の確保で配慮したことは、稼働に致命的な影

響がある油圧ホースやタイヤ、タイヤエンジン部品な

ど納期に時間がかかるもの、過去の修理履歴により故

障頻度の高いものを中心に準備を行った。 

 

 

       写真1 予備品（発電装置） 

 

 

写真２ 現場での予備品交換（油圧ホース） 

 

過去の修繕履歴から、交換頻度が高い発電装置を 

予備品とした。これを予備品とすることで故障発生か 



ら部品調達、取替までに５日かかるところを調達にか

かる時間を最大限短縮し、約３時間で復旧できるよう

に計画した。 

   また、除雪機械グレーダなどのタイヤは受注生産で

あり、メーカーが在庫を持たないため、新品と交換し

た物の中から、まだ使用できそうなものを予備品とし

て保管し、パンク時の対応に備えた。 

更に、寒暖差や降雪よる劣化と負荷が原因で油圧

ホースや電気配線の部品も破損が多いため予備品とし

て確保した。 

 

b)定期整備の強化 

   除雪機械の整備では、凍結抑制剤散布車の凍結抑制 

剤である塩化ナトリウムの影響でさびによる腐食が発 

生していた。 

このため、塗装前のケレンを徹底することで、塗

装の耐久性を向上させた。 

 

 
写真３ フレームの腐食 

 

 
写真４ フレームの整備 

 

（３）日常の維持管理 

 除雪機械の出動が終わると雪や汚れのついた車体を洗 

浄し、次の出動に備えるが、車体や、靴についた塩水、

塩を含んだ雪などの洗浄具合でさびと腐食の程度が異な

ってくる。 

さびがひどくなると、腐食に至り、シャーシや作業装

置、アクセルペダルの下部にあるコンプレッサーなどの

動作に異常をきたす原因となる。 

また、機体の健全性を長期間保ち、車体の洗浄と作業

後の塩水処理の重要性について受注業者を対象に説明会

を行い、洗浄の強化を図ることとした。 

 

 
写真５ 日常管理説明会の状況 

 

 
写真６ 除雪後の車体状況 

 

(4)部品供給に伴う連絡体制の確立 

 除雪機械の故障時、故障内容によってはメーカーから

の部品供給が必要になる。その場合、メーカーからの注

文や発送などの工程があるため、修理するまでに時間が

かかり過ぎてしまう。 

そのような場合でも迅速に部品調達や修理ができるよ

うに、車両メーカーと作業装置のメーカー、整備業者と

部品供給ルートを確認し、休日や夜間の故障時の確実な

連絡体制を構築し、いち早く必要な部品が調達できるよ

うにした。 

 



４．対策を実施した結果 

 図５の故障件数は令和２年度の６７件に比べ４５件の

発生となり、低減させることができ、１９件発生してい

た除雪グレーダの不具合も１件に減少した。（図５） 

 シーズン前の定期整備の強化や大幅な除雪機械の配置

換えにより、故障件数の低減を図ることが出来た。 

予備品の対策では修理に必要となる物品を用意する時

間を修理に５日以上かかった故障の件数も８件から３件

に低減し、５日かかる予定だった修理を３時間で完了し

たことで除雪作業への影響を縮小することが出来た。

（図６） 

 

 

図５ 故障件数 

 

 
図６ 修理期間年度比較 

 

５．まとめ 

除雪機械の故障を低減させる取り組みや、迅速な復旧

を計画することで除雪体制を維持する事ができ、降雪に

よる交通障害の低減を図ることができた。 

また、整備においては機械の腐食状況が軽減するなど

一定の成果を確認できた。 

今後は、電気配線・部品の経年劣化による故障や内部

故障の対応に向けて、経過年数での電気部品の交換や不

具合を定期整備時の中で発見できるようにチェック体制

の強化を試み、さらなる故障低減に取り組んでいく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
＊１ 国土交通省東北地方整備局 郡山国道事務所 管理課 


